
 
（１）改定の趣旨  

八王子市の豊かなみどりは、市民共有の財産であり、私たちの生活を支えている基盤のひとつです。 

近年では、社会の成熟化や都市インフラの整備などの社会状況の変化を背景として、「みどりの量」を確保するだけではなく、 

みどりが持つ多機能性を都市や地域のために引き出すこと（＝「みどりの質」を向上させる）が重視されていることから、令和２年（2020年）

３月に「八王子市みどりの基本計画」の全面改定を行いました。 

計画期間（令和11年度（2029年度）までの10年間）の前期５年間において、成果が得られた取組がありましたが、みどりを守るパートナ

ーづくりに関して、緑地保全の担い手確保・人材育成とともに主体的にみどりを保全・活用する事業者との効果的・効率的な連携の促進は継続

した課題となっています。また、国においては都市緑地法などの改正やグリーンインフラの推進、東京都においては「東京グリービズ」として

様々な主体との協働によるみどりの価値を高め、継承していく施策の強化が図られました。 

そこで、みどりに関する社会情勢の変化を捉えた国等の動向や明らかとなってきた課題など本市を取巻く諸状況の変化を踏まえ、計画の中間

改定を行い、八王子のみどりの将来像の実現を目指すものです。 

 

（２）計画の位置付け 

本計画は、都市緑地法第４条の規定に基づく「緑地の適正な保全や緑化の推進に関する基本計画」です。市の基本構想・基本計画である 

「八王子未来デザイン2040」のもと、分野別の最上位計画である「八王子市環境基本計画～八王子市生物多様性地域戦略～」及び「八王子市 

都市計画マスタープラン」と調和・整合を図るとともに、東京都と合同で策定した「都市計画公園・緑地の整備方針」や「緑確保の 

総合的な方針」などと連携しています。 

 

（３）基本理念、みどりの将来像及び基本方針   
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（４）計画前期における成果と課題                           （５）改定の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

（６）主な改定内容 

 

 


